
令和3年度保険料率に係るデータについて

参考資料



※都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなります。また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費
でも保険料率が高くなります。このため、都道府県間で年齢調整・所得調整を行います。岡山支部では年齢構成が全国平均より低いため保
険料率が加算され、所得水準が全国平均より低いため保険料率が減算されます。
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平均保険料率と都道府県単位保険料率について

令和2年度の平均保険料率と岡山支部保険料率は下記のとおりです。

10.00%

5.27%

4.73%

10.17%

5.57%

5.46%

4.73%

0.02%

③共通料率（現金給付費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等）

　　47支部共通の保険料率

④前々年度精算分

　　前々年度の都道府県収支差分を保険料率に反映

平均保険料率（全国平均の保険料率）

医療給付費分の平均保険料率

共通料率（現金給付費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等）

令和2年度岡山支部保険料率（②+③‐④）

①医療給付費分の都道府県単位保険料率（調整前）

　　都道府県ごとの医療費見込みにより決定

②医療給付費分の都道府県単位保険料率（調整後）

　　①の料率について年齢調整と所得調整したもの※



（注）端数整理のため、整数が整合しない場合があること。また、数値については今後の国の決算の状況により変動し得る。

協会けんぽ（医療分）の令和元年度決算
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単年度収支差と準備金残高等の推移 （協会会計と国の特別会計との合算ベース）

医療費の増加以上に被保険者数増加による収入が増加したこと
や後期高齢者の支援金の伸びを一時的に抑制できたことなどが
要因となって黒字となっている。
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協会けんぽの保険財政の傾向

近年、医療費の伸びが賃金の伸びを上回り、協会けんぽの保険財政は赤字構造

（※１）数値は平成20年度を１とした場合の指数で表示したもの。
（※２）▲1.31%は、28年度の改定率▲0.84％に薬価の市場拡大再算定の特例の実施等も含めた実質的な改定率である。
（※３）消費税率10％への引き上げに伴い令和元年10月より改定。
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対前年同月比被保険者数の伸び率の推移

平成31年4月に大規模健康保険組合の解散により大幅に増加し
ているが、その後伸び率は減少傾向にある。

新型コロナウイルス感染症の拡大による経済情勢の悪化によ
り、令和2年4月～6月にかけて被保険者数の伸びが鈍化
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日本の人口の推移（厚生労働省作成資料）

（出所） 2018年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、高齢化率および生産年齢人口割合は、2018年は総務省「人口推計」、それ以外は総務省「国勢調査」
2018年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2019年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」
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協会けんぽの後期高齢者支援金の推移

●近年、後期高齢者支援金は、総報酬割の拡大により一時的に伸びが抑制されていたが、今後は大幅な増加が見込まれている。

団塊世代が後期高齢者に移行し
始めるため大幅に増加
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医療技術の高度化に伴う高額な医薬品や再生医療等製品の薬価収載

○近年、医療技術の高度化に伴い、高額な医薬品や再生医療等製品（※）が薬価収載されている。(下表参照)

○これらの多くは、対象疾患が希少がんや難病など患者数が限定的であるが、オプジーボのように、効能・効果の追加により
対象疾患が拡大し、医療費(薬剤費)に与えるインパクトが非常に大きくなる場合がある。

○また、下表のほか、米国で販売承認されているリンパ腫治療薬の「イエスカルタ」(１患者当たり約4,000万円)や、遺伝性網
膜疾患治療薬の「ラクスターナ」(両眼１回分約9600万円)についても、日本で販売承認申請される可能性があるなど、今後も
高額な医薬品や再生医療等製品の薬価収載が増えていくことが見込まれる。

近年薬価収載された高額な医薬品や再生医療等製品の例（以下の表は中央社会保険医療協議会資料等に基づき作成）

(※1)累次の薬価改定により、薬価収載時と比べ、価格が約76.4％引き下げられた。(100mg10mL１瓶の価格：薬価収載時＝72万9,849円、2019年8月時点＝17万2,025円)
(※2)小野薬品工業株式会社の公表資料に基づき作成。

【用語解説】再生医療等製品
ヒトや動物由来の細胞に培養や加工などを行ったもので、身体の構造や機能再建したり修復したり、促
す。遺伝子治療など、ヒトや動物の細胞に遺伝子を導入して使用するものも含まれる。
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加入者一人当たり医療給付費と対前年同月伸び率の推移
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５年収支見通し等の財政状況に関するシミュレーション
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（参考1） 来年度以降の１０年間（２０３０年度まで）の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算）

５年収支見通し（令和２年９月試算）におけるコロナケース（新型コロナウイルス感染拡大の影響を織り込んだケース）と同様の前

提をおいて、平均保険料率を１０．０％で維持した場合について、今後１０年間（20３０年度まで）の各年度末における協会けんぽの

準備金残高と法定準備金に対する残高の状況に係るごく粗い試算を行った。

なお、本試算は、一定の前提のもとに機械的に試算したものである。特に、コロナケースについては、今後の見通しが不確実なもの

であるという前提で試算したものであり、今後の医療費の動向等によっては、大きく変わり得るものであることに留意が必要である。

○ 今後の被保険者数等については、次の通りとした。
① 令和２、３年度については、協会けんぽの実績に基づいて推計を行った。
② 令和４年度以降については、「日本の将来推計人口」（平成29年4月 国立社会保障・人口問題研究所）の出生中位（死亡中位）を

基礎として推計を行った。

③ 令和４年度と令和６年度に実施予定の被用者保険の適用拡大の影響を試算に織り込んだ。

○ 今後の賃金上昇率については、次の通りとした。
① 令和２、３年度については、現状の傾向が続くという前提の下、令和元年度決算等の直近の協会けんぽの実績から、令和２年度

1.0％、３年度0.9％と見込んだ。
② 令和４年度以降については、以下の３ケースの前提をおいた。

表１．賃金上昇率の前提（令和４年度以降）
注：1）平均標準報酬月額（年度累計）の増減率の過去10年における最大値（平成28年4月の標準報酬月額の上限改定の影響（＋

0.5％）を除く）である平成30年度の値。
2）平均標準報酬月額（年度累計）の増減率の過去10年平均（平成28年4月の標準報酬月額の上限改定の影響（＋0.5％）を除く）
を基本としつつ、平成22～23年度の不況に伴う賃金水準の低下を一時的な要因とみなして除外し、過去８年平均とした。

○ 今後の医療給付費については、次の通りとした。
① 令和２、３年度の加入者一人当たり伸び率については、協会けんぽの実績から、令和２年度2.8％、３年度2.9％と見込んだ（消費税

の引上げに伴う影響を含む） 。
② 令和４年度以降の加入者一人当たり伸び率については、平成28～令和元年度（４年平均）の協会けんぽなどの年齢階級別医療費の伸

びの平均（実績）を使用し、以下の前提をおいた。ただし、平成28年度の伸び率は高額薬剤の影響を除外して計算した伸び率を使用
した。

○ 現金給付は、給付の性格に応じ、被保険者数等及び総報酬額の見通しを使用した。

Ⅰ　１．２％1）で一定

Ⅱ　０．６％2）で一定

Ⅲ　０．０％で一定

〈 ５年収支見通し（令和２年９月試算）における通常（コロナの影響を織り込まない）の前提 〉

表２．加入者一人当たり医療給付費の伸び率の前提（令和４年度以降）

７５歳未満 ２．０％

７５歳以上（後期高齢者支援金の推計に使用） ０．４％
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○ 被保険者数等の見通し 表３．コロナケースにおける被保険者数の伸び率の前提（令和２、３年度）

令和２、３年度については、リーマンショック時の協会けんぽ
の実績（平成21年度▲0.9％、平成22年度0.3％）を踏まえて、
右の３ケースの前提をおいた。
令和４年度以降は、「日本の将来推計人口の出生中位（死亡中位）

を基礎として推計を行った。また、令和４、６年度に実施予定の被用者保険の適用拡大の影響を試算に織り込んだ。

○ 賃金上昇率の見通し 表４．コロナケースにおける賃金上昇率の前提

令和２～４年度については、リーマンショック時の協会けんぽ
の実績（平成21年度▲1.8%、平成22年度▲1.4%、平成23年
度▲0.3%）を踏まえて、表３で示した３ケースごとに右の前提
をおいた。なお、令和５年度以降はコロナケースⅠは0.6％、
コロナケースⅡ、Ⅲは0.0％で一定とした。

○ 医療給付費の見通し 表５．コロナケースにおける加入者一人当たり医療給付費の伸び率の前提

令和２年度については、令和２年３～７月の協会けんぽの実績
を踏まえて、表３で示した３ケースごとに右の前提をおいた。
令和３年度以降は、通常ケースと同様、令和３年度2.9％、令和４
年度以降は表２のとおりとした。

〈 ５年収支見通し（令和２年９月試算）におけるコロナケースの前提 〉

 2020（令和２）年度 2021（３） 

コロナケースⅠ（Ⅱ×0.8） 

コロナケースⅡ 

コロナケースⅢ（Ⅱ×1.2） 

▲0.7％ 

▲0.9％ 

▲1.1％ 

 

0.3％ 

 

 

 2020（令和２）年度 2021（３） 2022（４） 2023（５）～ 

コロナケースⅠ 

コロナケースⅡ 

コロナケースⅢ 

▲1.4% 

▲1.8% 

▲2.2％ 

 0.0％ 

▲1.4％ 

▲1.4％ 

 0.6％ 

▲0.3％ 

▲0.3％ 

0.6％ 

0.0％ 

0.0％ 

 

 2020（令和２）年度 2021（３） 2022（４）～ 

コロナケースⅠ 

コロナケースⅡ 

コロナケースⅢ 

▲5.3％ 

▲5.3％ 

▲3.3％ 

 

2.9％ 

 

2.0％ 
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試算結果の概要

現在の保険料率（10％）を据え置いた場合

（単位：億円）

2020年度 2021 2022 2023 2024 2025

（令和２年度） （３） （４） （５） （６） （７）

保険料率 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

収支差 4,800 4,300 4,000 3,300 2,900 2,200

準備金 38,700 43,000 47,000 50,200 53,100 55,400

保険料率 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

収支差 4,800 4,300 3,400 2,200 1,300 200

準備金 38,700 43,000 46,400 48,600 49,900 50,200

保険料率 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

収支差 4,800 4,300 2,800 1,100 ▲ 200 ▲1,800

準備金 38,700 43,000 45,800 47,000 46,800 45,000

Ⅲ　０．０％で一定

賃金上昇率

Ⅰ　１．２％で一定

Ⅱ　０．６％で一定

〇通常ケース

〇コロナケース



通常ケース
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（億円） （か月分）棒グラフ：準備金残高 （目盛：左） 折れ線グラフ：法定準備金に対する比率（目盛：右）
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平均保険料率を10％維持した場合
（コロナの影響を織り込まない前提）
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平均保険料率を10％維持した場合
（P.13のコロナケースの前提）



（参考２） 来年度以降の１０年間（２０３０年度まで）の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算）

５年収支見通し（令和２年９月試算）と同様の前提をおいて、２０２１年度（令和３年度）以降の平均保険料率を１０．０％～９．５％

でそれぞれ維持した場合について、今後１０年間（20３０年度まで）の各年度末における協会けんぽの準備金残高と法定準備金に対する

残高の状況に係るごく粗い試算を行った。

【前提は、参考１でお示しした〈 ５年収支見通し（令和２年９月試算）における通常（コロナの影響を織り込まない）の前提 〉と同様】

＜試算結果の概要＞

２０２２年度以降の
賃金上昇率

平均保険料率１０％維持の場合の

準備金残高のピーク1)
２０３０年度における準備金残高が法
定準備金を下回る平均保険料率

Ⅰ．１．２％で一定 ２０２９年度 ９．５％

Ⅱ．０．６％で一定 ２０２５年度 ９．５％～９．７％

Ⅲ．０．０％で一定 ２０２３年度 ９．５％～９．９％

注：1）平均保険料率を引き下げたケースでは準備金残高のピークは更に早まる。
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Ⅰ 賃金上昇率： ２０２２年度以降 １．２％
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賃金上昇率を1.2%で一定
平均保険料率を10.0%～9.5％とした場合の試算
（コロナの影響を織り込まない前提）



Ⅱ 賃金上昇率： ２０２２年度以降 ０．６％
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賃金上昇率を0.6%で一定
平均保険料率を10.0%～9.5％とした場合の試算
（コロナの影響を織り込まない前提）



Ⅲ 賃金上昇率： ２０２２年度以降 ０．０％
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賃金上昇率を0.0%で一定
平均保険料率を10.0%～9.5％とした場合の試算
（コロナの影響を織り込まない前提）



【シミュレーション方法について】

・５年収支見通し（令和２年９月試算）と同様の前提をおいて、２０２１年度（令和３年度）以降、準備金残高が法定準備金（給付費

等の１か月分）を確保している間、機械的に10％及び9.8％とし、それぞれについて法定準備金を下回る年度以降においては法定準備

金を確保するために必要な料率に引き上げた上で（※）、２０３０年度までの見通しをシミュレーションしたもの。
※ 健康保険法施行令第46条第１項において、「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額（前期高齢者納付金等、後期

高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額（中略）を含み、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。）の一事業年度当たりの平均額の十

二分の一に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。」とされている。

本シミュレーションはこの規定を参考として行うもの。

・なお、本試算は、一定の前提のもとに機械的に試算したものである。特に、コロナケースについては、今後の見通しが不確実なもの

であるという前提で試算したものであり、今後の医療費の動向等によっては、大きく変わり得るものであることに留意が必要である。

（参考３） 今後の保険料率に関するシミュレーション

【前提は、参考１でお示しした〈 ５年収支見通し（令和２年９月試算）におけるコロナケースの前提 〉及び〈 ５年収支見通し（令和

２年９月試算）における通常（コロナの影響を織り込まない）の前提 〉と同様】

【Ⅰ．賃金上昇率：２０２２年度以降 1.2％】

・現在の平均保険料率10％を維持した場合、仮に２０２１年度（令和３年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合のどちら

の場合であっても、２０３０年度まで、準備金残高が法定準備金を上回る。

【Ⅱ．賃金上昇率：２０２２年度以降 0.6％】

・現在の平均保険料率10％を維持した場合、仮に２０２１年度（令和３年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合のどちら

の場合であっても、２０３０年度まで、準備金残高が法定準備金を上回る。

【Ⅲ．賃金上昇率：２０２２年度以降 0.0％】

・現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２４年度には単年度収支差が赤字となり、以降準備金残高が年々減少するものの、２

０３０年度まで準備金残高が法定準備金を上回る。

・仮に２０２１年度（令和３年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２３年度以降準備金を取り崩すことによ

り、２０２８年度までは保険料率を維持できるものの、 ２０２９年度からは上昇し、 ２０３０年度には11.1％に達する。
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【コロナケースⅠ】

・現在の平均保険料率10％を維持した場合、仮に２０２１年度（令和３年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合のどちら

の場合であっても、２０３０年度まで、準備金残高が法定準備金を上回る。

【コロナケースⅡ】

・現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２３年度には単年度収支差が赤字となり、以降準備金残高を取り崩すことにより２０

２８年度までは保険料率を維持できるものの、２０２９年度からは上昇し、２０３０年度には11.5％に達する。

・仮に２０２１年度（令和３年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２１年度以降準備金を取り崩すことによ

り、２０２６年度までは保険料率を維持できるものの、 ２０２７年度からは年々上昇し、２０３０年度には11.5％に達する。

【コロナケースⅢ】

・現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２１年度には単年度収支差が赤字となり、以降準備金残高を取り崩すことにより２０

２６年度までは保険料率を維持できるものの、２０２７年度からは上昇し、２０３０年度には11.7％に達する。

・仮に２０２１年度（令和３年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２１年度以降準備金を取り崩すことによ

り、２０２５年度までは保険料率を維持できるものの、 ２０２６年度からは年々上昇し、２０３０年度には11.7％に達する。
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準備金残高が法定準備金を下回る年度以降において
法定準備金を確保するために料率を引き上げた場合
（コロナの影響を織り込まない前提）
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準備金残高が法定準備金を下回る年度以降において
法定準備金を確保するために料率を引き上げた場合
（コロナの影響を織り込まない前提）
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準備金残高が法定準備金を下回る年度以降において
法定準備金を確保するために料率を引き上げた場合
（コロナの影響を織り込まない前提）
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準備金残高が法定準備金を下回る年度以降において
法定準備金を確保するために料率を引き上げた場合
（P.13のコロナケースの前提）
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準備金残高が法定準備金を下回る年度以降において
法定準備金を確保するために料率を引き上げた場合
（P.13のコロナケースの前提）
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準備金残高が法定準備金を下回る年度以降において
法定準備金を確保するために料率を引き上げた場合
（P.13のコロナケースの前提）


